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半田商工会議所新型コロナワクチン職域接種事業 

接種受付開始のご案内 

半田商工会議所 

半田商工会議所は、当所会員事業所等を対象として、『半田商工会議所新型コロナワクチン職域接種

事業』を実施いたします。事業所の皆さまにおかれましては、従事する皆さまの新型コロナワクチンの

早期接種の機会として有効にご利用くださいますようご案内申し上げます。 

１.当所が行う職域接種事業の概要 

実施期間 第 1期間：令和 3年 07月 14日（水）～令和 3年 09月 10日（金） 

第 2期間：令和 3年 09月 11日（土）～令和 3年 10月 28日（木） 

※ひとり 2回接種を一期間内で実施します。 

※第 2期間は「予備期間」とし、第 1期間の進捗状況により設定します。 

※所定の接種日程は別掲します。1回目と 2回目との組み合わせは固定します。 

実施会場 半田商工会議所 3階 大会議室（半田市銀座本町 1-1-1） 

※所定の特設駐車場（お申し込みの事業所へ後日案内）をご利用いただきます。 

※特設駐車場は「ミツカンミュージアム（ＭＩＭ）第二駐車場」を予定しています。 

※期間中 9時 00分～17時 00分（夜間接種の方は別途案内）の間でご利用いただきます。 

接種対象 当所会員事業所、当所所定の団体所属会員事業所に従事する役員・正規社員・非正規社員

等事業所従事者 

※接種対象者は事業所に従事する方に限ります。 

接種規模 10,000名（1名 2回接種、計 20,000接種） 

※定員に達し次第締め切ります。 

申し込み 事業所単位（法人・個人） 

※個人の「接種確認・意思」を踏まえた『実数』としてください。複数回に及ぶ申し込

みも可能です。 

受付開始 令和 3年 7月 1日（木）10時 00分より 

※上記所定の日時以前の申込書は、令和 3 年 7 月 1 日（木）12 時 00 分の受領とさせて

いただきます。 

接種費用 無料（事業所負担はありません） 

ワクチン モデルナ社製 

接種回数 お一人あたり全 2回（1回目と 2回目の間隔は約 4週間） 

その他 各企業の一日あたりの接種人数の上限を『50名』とします 

※全体の申し込み人数が「150名」の場合、接種日程は「3以上」となります 

実施協力 一般社団法人半田市医師会、一般社団法人半田市医師会健康管理センター 

実施主体 半田商工会議所 

２.接種申し込みから接種確定までの流れ 

① 接種申し込み（一次手続き）          

手続き 本案内に同封の『接種申込書』を利用いただき、必要事項を記入の上、ファクシミリ、電

子メールによる送信、または半田商工会議所窓口に提出してください。 

 ＊電話による申し込みはできません。 

記載内容 ・事業所における全体の接種人数（個人の「接種確認・意思」を踏まえた実数としてください） 

・企業内の分散接種を考慮した一日当たりの上限人数 

・平日・土日祝等の希望（当所所定の日程とし、曜日を問わない接種にご協力いただきます） 

② 接種割り当てのお知らせ          

手続き 当所より『接種割り当て通知書』を電子メール等でお知らせします。 

通知内容 ・日程（1回目と 2回目との組み合わせは固定します） 

・当日接種時間帯 

・日程、時間帯ごとの接種人数 
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留意 割り当てにあたり、平日・土日祝等の希望を考慮しますが、希望に添いかねる場合があります。 

事前送付 事業所ご担当者様には①『接種記録書』（接種人数×1枚）、②『接種予診票』（接種人数×2枚）

相当数を送付します。接種前に記入いただき接種当日、会場受付にて提出していただきます。 

③ 接種者名簿通知（二次手続き）         

手続き 当所より電子メール等でお送りする『接種者名簿通知書』を利用いただき、各事業所で作

成いただく接種者名簿を電子メール等で提出いただきます。 

記載内容 接種日時に割り当てた接種者名簿 

３.『接種記録書』、『接種券』の取り扱い、事業所での接種履行管理 

 『接種記録書』は、1 回目と 2 回目の接種時に必要となります。1 回目のシール貼付後の再発行は

不可であり、本人とともに事業所ご担当者様は的確な管理（紛失厳禁）にご留意ください。 

 事業所ご担当者様は、各自治体から個人に送付される『接種券』を集約してください。集約した接

種券を半田商工会議所へ必ず提出（送付）していただきます。なお、半田商工会議所への提出にあ

たっては、当月集約分を翌月 5日までにお送りください。（例：7月集約分⇒8 月 5日までに提出） 

 職域接種は、接種時の接種券有無に関わらず接種できますが、最終的な手続き（予診票へ接種券を

貼付）において接種券が必要です。接種券は各自治体の送付時期に相違があります。事業所ご担当

者様は確実に集約してください。 

 個人の接種予定日時の確定後は、本人の確実な接種の履行にご協力ください。体調不良等、予定の

接種ができない場合、事業所内での入れ替わり等、過不足の無い接種の履行にご協力ください。接

種者の変更につきましては、速やかに半田商工会議所へご連絡いただくとともに、『接種者名簿通

知書』を利用いただき、変更後の名簿を前日までに提出してください。やむを得ず予定人数の接種

が履行できない場合も、決して放置せず、速やかに半田商工会議所へご連絡ください。 

 その他当所職域接種事業にかかるご協力をいただきます。申し込み時は、申込書「４．ご協力につ

いて」、「５．申し込み接種人数について」にチェックを入れていただきます。 

４. 接種日程 ※接種時間は、申し込み後の「接種割り当て」の通知時、お知らせします 

第 1期間 
コード 1 回目 2 回目 

001 令和 3 年 07月 14 日（水）  午前・午後 令和 3 年 08月 11 日（水）  午前・午後 

002 令和 3 年 07月 17 日（土）  午前・午後 令和 3 年 08月 16 日（月）  午前・午後 

003 令和 3 年 07月 20 日（火）  ――・午後 令和 3 年 08月 17 日（火）  ――・午後 

004 令和 3 年 07月 22 日（木・祝）午前・午後 令和 3 年 08月 19 日（木）  午前・午後 

005 令和 3 年 07月 23 日（金・祝）午前・午後 
令和 3 年 08月 22 日（日）  午前・午後・夜間 

006 令和 3 年 07月 24 日（土）  ――・午後 

007 令和 3 年 07月 25 日（日）  午前・午後 令和 3 年 08月 23 日（月）  午前・午後 

008 令和 3 年 07月 28 日（水）  ――・午後 
令和 3 年 08月 27 日（金）  午前・午後 

009 令和 3 年 07月 29 日（木）  ――・午後 

010 令和 3 年 07月 31 日（土）  午前・午後 令和 3 年 08月 29 日（日）  午前・午後 

011 令和 3 年 08月 01 日（日）  午前・午後 令和 3 年 08月 30 日（月）  午前・午後 

012 
令和 3 年 08月 02 日（月）  午前・午後 

令和 3 年 09月 01 日（水）  ――・午後 

013 令和 3 年 09月 02 日（木）  ――・午後 

014 令和 3 年 08月 04 日（水）  ――・午後 
令和 3 年 09月 04 日（土）  午前・午後 

015 令和 3 年 08月 05 日（木）  ――・午後 

016 令和 3 年 08月 07 日（土）  午前・午後・夜間 令和 3 年 09月 05 日（日）  午前・午後・夜間 

017 令和 3 年 08月 12 日（木）  午前・午後 令和 3 年 09月 10 日（金）  午前・午後 

第 2期間 
コード 1 回目 2 回目 
018 令和 3 年 09月 03 日（金）  午前・午後 令和 3 年 10月 03 日（日）  午前・午後 

019 令和 3 年 09月 22 日（水）  ――・午後 令和 3 年 10月 20 日（水）  ――・午後 

020 令和 3 年 09月 23 日（木・祝）――・午後 令和 3 年 10月 21 日（水）  ――・午後 

021 令和 3 年 09月 27 日（月）  ――・午後 令和 3 年 10月 25 日（月）  ――・午後 

022 令和 3 年 09月 30 日（木）  午前・午後 令和 3 年 10月 28 日（木）  午前・午後 

お問い合わせ 半田商工会議所 新型コロナワクチン職域接種事業担当 

  TEL0569-21-0311 FAX0569-23-4181 handa-cci-shokuiki01@handa-cci.or.jp 


